
借金や未払金、家計のことで
悩んでいませんか？

お金の問題に関する
無料法律相談会

日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ　　参加費　　定員　　その他問 ￥ 定 他申対内会日

安価なプランの広告を見て出向いたら高額契約に・・・

美容医療の契約トラブルに注意!

　 12月７日（日）
　 午前10時～12時
　 聖籠町役場 １階会議室
　 聖籠町消費生活センター
　 ☎２７-１９５８
※12月３日（水）までにお申し込
　みください。

・法律相談（弁護士）・こころの相
談（臨床心理士）を受けること
ができます。
・相談料は無料です。
・その場で弁護士に債務整理を
依頼することができます。
・通信販売トラブルなど、消費生
活全般に関する相談もお受けし
ます。

【事例】
　SNSで安価な医療脱毛の広
告を見て、無料カウンセリング
に行ったら、「今日契約すれば
モニター価格にできる」と強引
な勧誘を受けた。断り切れず、
42回払いで総額45万円の契
約をしてしまった。やめたい。
（学生）

　「発毛治療が月 １々５００円～」というネット広告を見てAGA治療クリ
ニックに行ったら、「今やらなければ間に合わない」と言われ、２００万
円近い契約をしてしまった。その日のうちに１回目の治療を受けたが、
帰宅して冷静に考え、後悔している。契約をやめたい。（30代男性）

●その美容医療は「今日」「今すぐ」必要ですか？
美容医療の施術は、多くの場合、緊急性がありません。大幅な値引
きを提案されたり、不安をあおられたりしても、その場で判断せず、
いったん帰宅して周囲に相談するなど、慎重に検討してください。
●クレジットを組んでまで必要な施術なのか、よく考えましょう
高額な分割手数料を負担してまで必要な施術なのか、支払い続
けられるのか、落ち着いて考えましょう。最近は美容医療クリ
ニックの倒産が増えており、治療を継続できず、支払義務だけが
残ってしまうケースもあります。
●美容医療はクーリング・オフ（契約の取消し）ができる場合が
　あります
　困った時は、早めに消費生活センターにご相談ください。

お茶の間　聖海荘とは？
　聖籠町内では、こころや体を丈夫に保つた
めに効果的な「地域のお茶の間」の活動が広
がっていて、皆さんで集まっておしゃべりした
り、お茶のみをすることで介護予防や認知症
予防につながるほか、コロナ禍で減ってし
まった集まりの場として参加者の楽しみのひ
とつになっています。
　その中のひとつとして、聖籠町民誰もが気
軽に集まることが出来る集まりの場が「お茶
の間　聖海荘」です。みなさまお誘いあわせ
のうえ、ぜひご利用ください！

※各回、全町を対象に送迎バスを運行します。
送迎が必要な方は聖海荘（☎27-7838）
に事前にお申し込みください。
　1月以降の予定も決まり次第、広報などで
お知らせします。
○ご利用方法
・申し込み・参加費とも不要です。
・聖籠町民であればどなたでもご利用できます。
・ご希望の方には送迎バスを運行します。申し
込みのあった方には、 後日、送迎場所（集落
公会堂など）、乗車時間をお知らせします。
※申し込みが多数あった場合は、時間を調整
させていただくこともあります。
※自家用車での来館も可能です。
・バスは聖海荘へ午前10時着のお迎え便、聖
海荘を午後２時15分発のお送り便のみとな
ります。
・お食事はありませんので、各自ご用意くださ
い。お弁当などの持ち込みは可能です。
※お酒を飲むことも可能です。
・聖海荘のお風呂のご利用はできません。
・午前10時から午後２時の間は、おしゃべり
や軽い運動、お昼寝などご自由にお過ごしく
ださい。
※カラオケ・将棋や麻雀セットもあります！
※BS放送も視聴可能です！

問 長寿支援課 高齢福祉係
☎２０-７４３３

大好評!!

日　程 12/26（金）

送迎バス
申込期限 12/19（金）

12/12（金）

12/５（金）

時　間 午前10時～午後２時

ところ 老人福祉センター
聖海荘　大広間

お茶の間
聖海荘
無料開放

通 信

vol.181

※来所の際は事前にお電話
いただけると確実です

　役場町民課
消費生活センター
☎27-1958（直通）
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